
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員が、専用受取書を交付しない

こと、または専用受取書以外の名刺

やメモ等で掛金をお預かりすることは

ありません。 

専用受取書の記載内容に誤りがな

いか十分ご確認ください。 

証書の掛込領収欄日付と専用受取

書日付が異なることはありません。 

職員がお預かりした際には､必ず受

取書を交付いたします。なお､いかな

る場合にも､ご印鑑をお預かりするこ

とはありません。 

職員から返却された通帳や証書な

どは､内容に間違いがないか､その場

でご確認をお願いいたします。 

 

いつもＪＡいみず野をご利用いただきありがとうございます。 

当ＪＡでは、職員が皆様から定期積金掛金などをお預かりする際

の手続きを以下のとおり定めております。 

何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 平成24年9月から､当ＪＡの職員がご利用者様

のご自宅を訪問し､定期積金の掛金をお預かりす

る場合には､専用の受取書をお渡しします。 

定期積金証書の掛込領収欄には､専用受取書

の日付と同じ日付の受領印を押印します。 

○当ＪＡの職員は契約書､各種貯金申込書､払戻請求書等のお客様ご記入欄の代

筆は行っておりません。お客様のご事情により､お客様自身がご記入できない場合

は､担当者にご相談ください。 

○その他､ご不明な点等ございましたら､お取引支店または下記の連絡先までご連絡

ください。 

ＪＡいみず野  金融共済部 貯金為替課 

  連絡先  0766－52－0117 

定積掛金以外の現金・通帳等をお預かりする場合の一般の『受取書』の交付について 

※ 定期積金契約時（1回目の掛金集金時）に限り､ＪＡ所
定の一般の『受取書』（裏面下）をお渡しします。 

当ＪＡの職員がご利用者様のご自宅を訪問

し､定積掛金以外の現金・通帳等をお預かりす

る場合には､一般の受取書をお渡しします。 

『受取書』は､後日､当ＪＡ職員がご利用者様

へ通帳等をご返却する際に必要となりますの

で､大切に保管してください。 

『定期積金掛込専用受取書』の交付について（平成 24年 9月～） 

集金時のお取扱いについて ～ご利用の皆様 
    へお知らせ～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期積金の掛金をお預かりする際にお渡しする専用の受取書（様式見本） 

その他現金・通帳等および第１回目定積掛金をお預かりする際にお渡しする受取書（様式見本） 
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